
令和７年度第２回幕別町地球温暖化対策推進委員会 
 

日時：令和７年12月19日（金）14時00分～ 

場所：幕別町役場３階ＡＢ会議室 
 

≪ 次 第 ≫ 

 

１ 開 会 

 

 

２ 町長挨拶 

 

 

３ 委員紹介 

 

 

４ 委員長及び職務代理者の指定について【資料１】 

  委 員 長：                

  職務代理者：                

 

 

５ 幕別町地球温暖化対策推進委員会の役割について【資料２】 

 

 

６ 議 題 

⑴ 2025年度の各事業の進捗状況について【資料３】 

⑵ 2026年度の事業実施予定について【資料４】 

   

 

７ その他 

 ⑴ 地球温暖化対策に係る森林の役割について 

 

 

８ 閉 会 
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2025 年 12 月 19 日（金） 

幕別町地球温暖化対策推進委員会 

資料１ 

○幕別町附属機関設置条例 

令和２年３月19日条例第11号 

改正 

令和４年３月16日条例第３号 

令和５年３月９日条例第３号 

令和５年12月15日条例第29号 

令和６年３月12日条例第４号 

幕別町附属機関設置条例 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づく町の附属機関の設置等

については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（設置） 

第２条 町の執行機関は、別表の執行機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の附属機関の欄に

掲げる附属機関を設置する。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、それぞれ別表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。 

（組織） 

第４条 附属機関は、それぞれ別表の定数の欄に掲げる定数の委員をもって構成し、附属機関の組織

は、それぞれ別表の組織の欄に掲げるとおりとする。 

２ 委員は、別表の委員の構成欄に掲げる者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は、それぞれ別表の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（会長等） 

第５条 会長、委員長又はこれに相当する職（以下「会長等」という。）及び副会長、副委員長又は

これに相当する職（以下「副会長等」という。）は、特別の定めがある場合を除き、委員の互選に

よるものとする。 

２ 会長等は、会務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故あるとき又は会長等が欠けたときは、その職務を代

理する。ただし、副会長等を置かない場合において、会長等に事故あるとき又は会長等が欠けたと

きは、あらかじめ会長等が指名する委員がその職務を代理するものとする。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、町の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要な事

項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関に相当する組織（以下「従前の組織」という。）

の委員等である者は、この条例の施行の日に、第４条第２項の規定により当該別表に掲げる附属機

関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命さ

れたものとみなされる委員等の任期は、第４条第３項の規定にかかわらず、同日における従前の組

織の委員等としての残任期間と同一の期間とする。 

附 則（令和４年３月16日条例第３号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月９日条例第３号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年12月15日条例第29号） 
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2025 年 12 月 19 日（金） 

幕別町地球温暖化対策推進委員会 

資料１ 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年３月12日条例第４号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

執行機

関 
附属機関 所掌事務 組織 委員の構成 定数 任期 

町長 幕別町指定管

理者選定委員

会 

町が設置する公の施設の管

理を行わせる指定管理者の

候補者の選定に関するこ

と。 

委員長 

委員 

識見を有する者 

施設利用者 

町職員 

10人以

内 

審議終

了まで 

幕別町災害義

援金配分委員

会 

災害等における被災者に対

する義援金の配分計画につ

いての審議に関すること。 

委員長 

副委員長 

委員 

関係団体の代表者

等 

町職員 

 

７人以

内 

配分完

了まで 

幕別町老人ホ

ーム入所判定

会議 

老人ホームの入所適正化を

図るため、老人ホームの入

所措置及び措置継続の要否

について審議すること。 

委員 医師 

老人ホーム施設長 

町職員 

３人 ２年 

幕別町生活支

援ハウス入居

判定会議 

生活支援ハウスの入退居の

適正化を図るため、生活支

援ハウスの入居者の審査及

び利用解除要件の認定につ

いて審議すること。 

会長 

委員 

識見を有する者 

関係機関・団体の代

表者 

生活支援ハウスに

従事する職員 

町職員 

10人以

内 

２年 

幕別町人生学

博士選考委員

会 

人生学博士の認定に関する

こと。 

委員 関係機関・団体の構

成員 

10人以

内 

審議終

了まで 

幕別町予防接

種健康被害調

査委員会 

予防接種法（昭和23年法律

第68号）の規定に基づき実

施された予防接種による町

民の健康被害等について医

学的な見地からの調査に関

すること。 

委員 医師 

関係行政機関の役

職員 

５人以

内 

２年 

幕別町地球温

暖化対策推進

委員会 

地球温暖化対策の推進に関

する法律（平成10年法律第

117号）に基づく、地方公共

団体実行計画（区域施策編）

の策定及び当該実行計画に

基づく地球温暖化対策の推

進管理に関すること。 

委員長 

委員 

識見を有する者 

関係機関・団体等の

構成員 

公募による者 

15人以

内 

３年 

幕別町農業・農

村振興計画検

討委員会 

幕別町農業・農村振興計画

の策定及び見直しについて

の審議に関すること。 

委員長 

委員 

農業関係団体等の

構成員 

町職員 

14人 審議終

了まで 

幕別町６次産

業化・地産地消

推進協議会 

町内における６次産業化、

農商工連携及び地産地消の

取組に関する市町村戦略の

策定及び市町村戦略に基づ

会長 

委員 

農業・商工業関係団

体等の役職員 

学識経験者 

町職員 

18人以

内 

２年 



 

 

3 

2025 年 12 月 19 日（金） 

幕別町地球温暖化対策推進委員会 

資料１ 

く事業の推進についての協

議に関すること。 

幕別町人・農地

プラン検討会 

集落及び地域が抱える人と

農地の問題解決のために作

成する人・農地プランの内

容についての審議に関する

こと。 

会長 

副会長 

委員 

農業関係機関・団体

等の役職員又は会

員 

町長が必要と認め

る者 

10人以

内 

２年 

幕別町農業委

員会委員候補

者評価委員会 

幕別町農業委員会の委員の

候補者の審査及び評価に関

すること。 

委員長 

副委員長 

委員 

識見を有する者 

町職員 

７人以

内 

農業委

員会委

員の任

命まで 

幕別町男女共

同参画審議会 

男女共同参画社会基本法

（平成11年法律第78号）第

14条第３項の規定に基づく

幕別町男女共同参画計画の

策定、推進及び評価に関す

ること。 

会長 

副会長 

委員 

識見を有する者 

関係機関・団体の代

表者等 

公募による者 

10人以

内 

２年 

教育委

員会 

幕別町図書館

協議会 

図書館の利用啓発等に係る

調査・研究及び図書館事業

の推進に関すること。 

会長 

副会長 

委員 

識見を有する者 

公募による者 

教育長が必要と認

める者 

10人以

内 

２年 

幕別町小中一

貫教育・ＣＳ推

進連絡会議 

町の小中一貫教育を含む学

校教育等についての審議に

関すること。 

会長 

副会長 

委員 

教育関係機関・団体

等の役職員又は会

員 

教育長が必要と認

める者 

30人以

内 

１年 

幕別町部活動

地域移行検討

委員会 

部活動の地域移行に関する

準備や諸課題についての審

議に関すること。 

委員長 

副委員長 

委員 

関係学校の代表者

関係団体の代表者 

教育委員会が必要

と認める者 

10人以

内 

２年 

幕別町義務教

育学校開校準

備委員会 

義務教育学校の開校に向け

た準備や諸課題についての

審議に関すること。 

委員長 

副委員長 

委員 

地域の保護者代表 

関係団体の代表者 

識見を有する者 

10人以

内 

審議終

了まで 
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2025 年 12 月 19 日（金） 

幕別町地球温暖化対策推進委員会 

資料２ 

○幕別町地球温暖化対策推進委員会規則 

令和２年４月１日規則第22号 

改正 

令和４年３月31日規則第６号 

令和５年３月27日規則第８号 

幕別町地球温暖化対策推進委員会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、幕別町附属機関設置条例（令和２年条例第11号）に基づき、幕別町地球温暖化

対策推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(１) 地球温暖化対策の推進に関すること。 

(２) 地球温暖化対策の技術情報の交換に関すること。 

(３) 地球温暖化対策のイベントの企画・運営に関すること。 

(４) 地球温暖化対策の率先的実践と報告に関すること。 

(５) その他地球温暖化対策及び推進に関すること。 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者をもって構成する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 関係産業事業所または団体等の職員 

(３) 行政関連団体の構成員 

(４) 学校教育に識見を有する者 

(５) 町内会長のうち町長が指名する者 

(６) 地球温暖化対策に深い関心を持っている町民で、公募による者 

２ 委員会は、委員のほかオブザーバーを若干名置くことができる。 

（会議） 

第４条 会議は、委員長が招集し、議長となる。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、住民生活部防災環境課において処理する。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（幕別町エネルギー対策推進委員会要綱の廃止） 

２ 幕別町エネルギー対策推進委員会要綱（平成18年要綱基準等第195号）は、廃止する。 

附 則（令和４年３月31日規則第６号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月27日規則第８号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



2025年度の各事業の進捗状況について

■　町のゼロカーボンに係る施策の実施について

【幕別町ゼロカーボンロードマップ】

　2050年に町全体の二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティまくべつ」

の実現に向けて、その取組計画である「幕別町地球温暖化対策実行計画」に基づき作成し

た「幕別町ゼロカーボンロードマップ」に沿って施策を実施している。

区分 第１期：まくべつゼロカーボンスタートアップ 期間(年度) 2024～2026

概要 実行性の高い事業の実施により、目標達成に向けて勢いづける

≪取組内容≫

①　民生部門：ゼロカーボン推進総合補助金（2024年度～2028年度の５カ年事業）

　→　家庭での省エネ改修、省エネ・再エネ設備導入等に対する補助を行い、家庭部門の

　　二酸化炭素排出量を削減することを目的に、2024年７月10日に制度化して実施。

②　公共部門

　・公共施設等LED化事業（2024年度～2027年度の４カ年事業）

　・太陽光発電設備整備事業

　・公用車EV車（CNG車）導入

　　→　総務課にて、公用車の更新等により計画的に実施。

③　バイオメタン都市構想

　→　町内の家畜ふん尿や食品残渣・野菜くず等を資源とする集中型バイオガスプラント

　　の設置および生み出された再生可能エネルギーの活用について検討。

区分 第２期：まくべつゼロカーボンデザイン 期間(年度) 2027～2030

≪取組内容≫

・新技術を町内に取り入れる（ペロブスカイト太陽電池、水素、クリーンLPガスなど）

概要 更なる施策の展開により、2030年度目標達成へ

≪取組内容≫

①　民生部門：ゼロカーボン推進総合補助金の継続（2024年度～2028年度の５カ年事業）

②　公共部門

　・公共施設等LED化事業の継続（2024年度～2027年度の４カ年事業）

　・太陽光発電設備整備事業の継続

　・公用車EV車（CNG車）導入の継続

　・公共施設の更なるゼロカーボン化

③　バイオメタン都市構想：集中型バイオガスプラントの設置

区分 第３期：ゼロカーボンシティまくべつ 期間(年度) 2031～2050

概要 新技術の普及により、2050年ゼロカーボン達成へ

2025年12月19日（金）

幕別町地球温暖化対策推進委員会

資料３
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１　幕別町ゼロカーボン推進総合補助金

≪2025年11月末時点の実績≫

2024実績

0件

1件

5件

－

－

－

40件

1件

0件

8件

8件

0件

町内 12件 14件

町外 24件 12件

合計 36件 26件

－

89件

2024実績

町内 20件 34件

町外 26件 24件

合計 46件 58件

町内 3件 －

町外 3件 －

合計 6件 －

58件

【総計】

2024実績

147件

予算 56%

147件

予算 70%

補助金交付額

3,195,000円

5,060,000円

160,000円

1,100,000円

22,205,000円246件

省エネ型電気冷蔵庫

補助金交付額

458,000円

交付件数

合　計

省エネ化推進事業

194件 19,804,000円

818,000円

住まいのゼロカーボン化推進事業

高断熱浴槽

電気ヒートポンプ（エコキュート） 39件

1件

10件

6件

0件

潜熱回収型ガス給湯暖房機（エコジョーズ）

潜熱回収型石油式給湯機（エコフィール）

潜熱回収型石油式暖房機（エコフィール）

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯暖房機

（ハイブリッド給湯暖房機）

遮熱塗装

750,000円

375,000円

1,125,000円

節水型トイレ 53件

太陽光発電＋定置用蓄電池（ＨＥＭＳ含む） 3件

定置用蓄電池（ＨＥＭＳ含む） 3件 600,000円

開口部の省エネ改修 27件 1,967,000円

躯体の省エネ改修 0件 0円

コージェネレーション設備（コレモ）

※潜熱回収型ガス給湯暖房機とセット
0円

12件

0件

暖房機能を有する換気機能又は空気清浄機能付きエアコン

1,276,000円

合　計 52件 2,401,000円

幕別町ゼロカーボン推進総合補助金

312件 27,781,000円

2025年度　11月末時点
39,740,000円 執行率

2025年度（見込）
39,740,000円 執行率

交付件数

990,000円

交付件数 補助金交付額

901,000円

637,000円

1,538,000円

0円

594,000円

2,800,000円

北方型住宅ＺＥＲＯ 4件 1,800,000円

2



2　太陽光発電設備整備事業

PPA方式により事業可能な施設へ太陽光発電設備を導入する。

№ 2025

※３について、野立て太陽光パネル設置場所及び事業内容について再検討中

３　公共施設ＬＥＤ化事業

対象施設

30施設

23施設

99施設

25施設

177施設

※2024・2025年度の事業費は契約額となる

※2026・2027年度の事業費は現時点での概算額となる

4　ＥＶ急速充電器設置の検討結果

№

1

2

設置検討場所

リース（10年間）

2

3

幕別中学校

幕別学校給食センター

道の駅忠類

忠類ふれあいセンター福寿

ホテルアルコ２３６

野立て太陽光パネル（幕別小学校グラウンド）

定置型蓄電池

マイクログリッド（自営線）

野立て太陽光パネル

定置型蓄電池

マイクログリッド（自営線）

工事発注

道の駅忠類

ぬかない駅停

検討結果

特定需要場所として設置した普通充電

器と地続きの場所には急速充電器の設

置ができず、断念した。

採算面を検討した結果、DMM側から

取り下げの申し出があった。

詳細設計

＆

補助金

申請準備

1 役場本庁舎

施設 設備

屋上低重心架台による太陽光パネル

ソーラーカーポート（町民会館前職員駐車場）

定置型蓄電池

V2Xシステム（EV急速充電器含む）　※自前

EV自動車　※自前

合計

台数

3,460台

5,825台

3,957台

1,488台

14,730台

事業費

196,653,600円

356,532,000円

417,384,000円

148,977,000円

1,119,546,600円

事業年度

2024

2025

2026

2027

導入方法

リース（10年間）

リース（10年間）

※PPA…事業者が太陽光発電設備等の設置及び維持管理を行い、町はその設備で発電され

た電力を契約のもと購入するもの。電気料金の中に設備導入や維持管理の費用が含まれる

ため、20年程度の長期契約を結ぶこととなる。

電力は一敷地一受電が基本だが、防災対策や地

球温暖化対策に係る設備のうち一定条件を満た

す場合、特定需要場所として別に受電すること

ができるもの。
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2026年度の事業実施予定について

１　幕別町ゼロカーボン推進総合補助金　　※2025年度と同様のメニューで実施予定

2026年度予算

34,090,000円

5,650,000円

39,740,000円

2　太陽光発電設備整備事業

№

３　公共施設ＬＥＤ化事業

対象施設

30施設

23施設

99施設

25施設

177施設

※2024・2025年度の事業費は契約額、2026・2027年度の事業費は現時点での概算額。

【実施設計】※2027年度の工事発注に向けて、2026年度に実施設計を行う。

2026年度予算 12,111,000円

1

施工

＆

補助金

申請

マイクログリッド（自営線）

野立て太陽光パネル

定置型蓄電池

EV自動車　※自前

417,384,000円

148,977,000円

導入方法

リース（10年間）

リース（10年間）

リース（10年間）

2

3

マイクログリッド（自営線）

事業年度

2024

2025

2026

野立て太陽光パネル（幕別小グラウンド）

区分 2025年度対比 備考

住まいのゼロカーボン化推進事業 0円 北海道補助金：1/2

1,119,546,600円

省エネ化推進事業 0円 町単独費用

合計 0円

０円

※PPA方式

46,867,642円

2026年度予算

工事発注

施設

役場本庁舎

幕別中学校

幕別学校給食

センター

道の駅忠類

忠類ふれあい

センター福寿

ホテルアルコ２３６

2027

定置型蓄電池

設備

屋上低重心架台による太陽光パネル

ソーラーカーポート（町民会館前職員駐車場）

定置型蓄電池

V2Xシステム（EV急速充電器含む）　※自前

事業内容

の再検討

を進める

合計

台数

3,460台

5,825台

3,957台

1,488台

14,730台

事業費

196,653,600円

356,532,000円

2025年12月19日（金）

幕別町地球温暖化対策推進委員会

資料４

1



４　事業者省エネルギー診断支援補助金

【概要】

【表１：省エネルギー診断】 ※Ｓｉｉ … (一社)環境共創イニシアチブ

省エネお助け隊

＜Ｓｉｉ＞

　「省エネ診断」による使用エネルギー削減に加え、「再エネ提案」

を組み合わせることで、脱炭素化を更に加速する支援を行う。

＜7,920円～25,850円＞※診断内容に応じて設定

省エネ

最適化診断

(一社)省エネルギー

センター

　省エネ最適化診断実施後、更に深堀した診断を求める場合、計測

データ等を利用しながらこれまで気づかなかったエネルギー利用の見

える化を行う。＜16,940円＞

ステップ

アップ診断

(一社)省エネルギー

センター

　上記の診断後も継続的にフォローを受けたい場合、更新設備の最適

仕様の調査、補助金等の申請サポート、省エネ・再エネ取組の定着支

援等、幅広いサポートをする。

＜11,000円～22,000円＞※支援内容に応じて設定、最大48,840円

伴走支援

診断機関

省エネお助け隊

登録診断機関

＜Ｓｉｉ＞

　設備の管理状況を診断し、エネルギーの無駄遣いや省エネにつなが

るヒントを見つけ、コスト削減の提案をする。

＜5,720円～48,840円＞※診断内容に応じて変動

　計測機器で取得したデータを活用し、設備やプロセスごとのエネル

ギー使用状況の見える化、分析等を行い、省エネ対策を提案する。

＜22,000円～55,000円程度＞※支援内容に応じて。最大220,000円

ＩＴ診断

省エネお助け隊

登録診断機関

＜Ｓｉｉ＞

診断概要診断名

ウォーク

スルー診断

　幕別町内に事務所又は事業所を有し、省エネ診断結果をもとに脱炭素化の取

り組みを行う意欲がある者で、下記の要件を全て満たす者。

①　町税を滞納していない者。

②　幕別町暴力団排除条例(平成25年条例第18号)第２条で規定する暴力団、

　暴力団員、暴力団関係事業者でないこと。

対象者

2026年度予算 　25,000円×５件＝125,000円

　経済産業省の中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費の交付を受けた民

間団体などが実施する「省エネルギー診断（表１）」。

※　申請年度の３月末日までに事業を完了（支払いまで）し、実績報告を提

　出すること。

※　各年度の申請は、原則、１事業者１回までとする。

※　R8（2026）～R12（2030）年度の５年間での実施。

対象事業

　省エネ診断に要する経費（消費税および地方消費税は除く）

※　振込手数料など、診断に直接関係しない経費は補助対象外。
対象経費

補助率 　１/２（上限25,000円）

　2050年二酸化炭素排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボンシティまくべつ」

宣言の達成に向けて、自社の脱炭素化に取り組む意欲のある町内事業者に対し

省エネ診断を受診する費用を補助し、脱炭素化の取り組みを促進させることを

目的とする。

目的

2



５　Ｊ－クレジット制度における森林カーボンクレジットの創出

【Ｊ－クレジット制度とは】

【森林管理によるクレジット創出の方法論】

・　2013年度から経済産業省、環境省、農林水産省が運用を開始

・　温室効果ガスの吸収や削減に対する活動を評価し、その評価（成果）をカーボンク

　レジットとして発行し、取引する仕組み

・　温室効果ガスの吸収活動となる森林管理のほか、削減活動となる省エネ設備・再エ

　ネの導入なども評価の対象

省エネ設備の導入再エネの導入適切な森林管理

例）

・空調設備の導入

・照明設備の導入

例）

・バイオマス燃料による化石

燃料の代替

・太陽光発電設備の導入

例）

・森林経営計画に基づいた

間伐や植林や再造林等

削減活動吸収活動

Ｊークレジット制度の評価対象

評価（成果）：●●t-CO2の削減 ⇒ クレジットとして販売

3



【クレジットの販売需要】

【事業実施対象の森林】

・　企業が努力してもゼロにできない温室効果ガス排出量を補うことができるのがカー

　ボンクレジット(Ｊ－クレジット他)

・　カーボンクレジットを購入し、自身の排出量を削減することが可能（カーボンオフ

　セット）

・　2026年度に導入される「二酸化炭素排出量取引制度」により、二酸化炭素の排出量

　が多い企業（300～400社程度）にCO2排出上限の枠を割り当てることから、その償却

　にクレジットが活用される可能性がある

・　2028年以降、炭素税などが導入される中、各企業においてもCO2削減義務に対して

　の対応が大きく進展する見込み

CO2排出量

100

t-CO2

40

t-CO2

自身での

削減

60

t-CO2

カーボンクレジット：40t-CO2

※ 吸収量累計(創出量累計)は、約束

されたものではなく、現時点で想定

される量となる

※ 吸収量により町単独ではなく、他

関係者と協力して実現していく可能

性あり

単位：ha

※天然生林：火災の予防その他の保護活動を行う天然林

※育成林：1990年度以降で、施業履歴または施業計画の

ある育成林

4



【事業の実施手法】

　≪民間企業との連携≫

　≪森林カーボンクレジット販売の試算≫

【今後のスケジュール】

2025年12月23日　連携協定締結予定

2026年  3月 3日　第68回認証委員会での登録に向けて申請、調査、審査を進める

ステラ―グリーン株式会社を選定

・道内での連携協定締結：９自治体と最多

・プロジェクト承認実績：３件と最多

・全ての業務を企業が担う

・申請、調査、審査に係る費用は全額を企業が負担

　（委託料の中から支出し、町の負担は一切なし）

道内で森林カーボンクレジットの

創出に係る実績がある３者を比較

・　Ｊ－クレジット制度の理解が難しい

・　プロジェクト登録までに、申請、調査、審査

　など多くの工数があり、負担が大きい

・　クレジット販売のノウハウが必要

クレジット創出の課題

専門的な知見を有する民間企業

と連携し、職員の負担が少ない

手法での実施が望ましい

＝ ×

※ 委託料：完全成功報酬型

⇒ 販売収入の４割が委託料となる

※ 販売先は事業者で開拓し、販売する

※ 販売できない場合は、事業者で責任もって全量買取
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６　再エネ地産地消協力交付金（検討中）

【概要】

【事業モデル】 北陸電力の取り組み

家庭における年間発電量

　4,250㎾h/年（５㎾のパネル容量）×300世帯＝1,275,000㎾h

交付する行政ポイント

　1,275,000㎾h×２P＝2,550,000円

事業案

2026年度

予算

協力家庭への参加特典として、町は行政ポイント、北海道電力はエネモポイントを交

付する。（詳細の内容は、今後検討する。）

≪例≫　①　１kWhあたり●ポイント／年

　　　　②　申込時に定額●ポイント

連携

目的
卒FITを迎えた家庭の太陽光発電電力を町の公共施設で使用することで再エネの地産地

消を図る。

北海道電力株式会社道東統括支社
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北海道森林管理局北海道森林管理局

根釧西部森林管理署根釧西部森林管理署

地球温暖化対策に係る森林の役割地球温暖化対策に係る森林の役割

2025.12.19 幕別町地球温暖化対策推進委員会2025.12.19 幕別町地球温暖化対策推進委員会

Administrator
スタンプ



根釧西部森林管理署

北海道森林管理局

〈所在地〉

国家プロジェクト（パイロットフォレスト）



パイロットファーム（大規模農場）からパイロットフォレスト（大規模造林地）

国家プロジェクト（道東における大規模プロジェクト）

パイロットフォレストはかつて針葉樹と広葉樹の原生林に
覆われていました。明治期の開拓の火入れによる失火等から
毎年のように発生した山火事により森林は消滅し、原野のま
ま放置されていました。
昭和２９年の洞爺丸台風による甚大な風倒木被害により、森林

の復活・木材生産力の増大・民有林の造林意欲の高揚・厚岸湖の
カキ増殖環境改善のため「特別造林計画」が作成され、昭和３１年
から事業が実行されたのがはじまりでした。不毛の原野であった
この地に、国の主導で昭和３１年から１０年間で延べ４４万
人を動員し、苗木約２５００万本、約７０００haに及ぶカラ
マツを主体とする広大な人工林（人為的に樹木を植えた森
林）が造成されました。
野鼠（ネズミ）被害、山火事、病虫害、労働力不足など、
試行錯誤を繰り返し、いくつもの困難を乗り越えた末の造成
でした。現在は生長したカラマツの主伐が行われています。
近年では建築材としてのカラマツ材の需要も高まっており、

木材供給の場として地域へ貢献しています。



世界が驚いた10,000haの大規模造林地の造成

いくつもの困難を乗り越えて造成されたパイロットフォレストは、これまで70年の間、時代の移り変わりと
ともに様々な役割を果たしてきました。先人たちの苦労の末によみがえったこの森の恵みを次世代に伝えていけ
るように、これからも守り育てて行くことが私たちの使命です。



大規模造林地がもたらした恩恵

水質悪化により壊滅状態だった下流の厚岸湖のカキの天然繁殖
が、パイロットフォレストの造成に伴う水質改善とともに復活し
たことは「森と海とのつながり」を考える上で非常に印象深いこ
とでした。昭和の初め頃、厚岸湖の上流は開墾による森林伐採と
山火事による林野の荒廃に伴い、夏の降雨時に水温の低下と泥の
流入が生じ、その結果カキの天然繁殖ができない環境となってい
ました。（昭和13年の犬飼哲夫北海道大学教授の論文より）
パイロットフォレストの造成開始から十数年たった昭和４０年
代中頃から、カキ島に泥がつかなくなり、カキの天然繁殖が再び
みられるようになったといわれています。

（朝日新聞の記事 平成１８年７月１５日）

雨が大量の土砂を湖に運び、冷たい水が湖内の水温を下げ、カ
キの生育環境を悪化させたという。救ったのは上流の１万ヘク
タールのカラマツ林といわれる。国が１９５７年から１０年かけ
て造林した「パイロットフォレスト」だ。

森林の役割１ パイロットフォレスト



大規模造林地がもたらした恩恵

仙鳳趾（せんぽううし）の牡蠣

パイロットフォレストの造成
開始から３０年経過頃から、牡
蠣の水揚げが急速に増加してい
ます。養殖技術の進歩もありま
すが、パイロットフォレストに
おける造林木の成長により、厚
岸湾に注ぐ別寒辺牛川の水温が
安定したことが、成功の大きな
要因と言われています。



森林の役割２ パイロットフォレスト

・炭素の吸収量
・炭素の固定量
・森林土壌のメタン吸収

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/J-credit.html



パイロットフォーレスト
１haでは、どのくらい二酸化炭素を吸収し、固定したのでしょうか。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/81210.html



パイロットフォーレスト
10年間では、どのくらい二酸化炭素を吸収し、固定したのでしょうか。

昭和32年(1957年)～昭和41年(1966年)
の植林活動中に吸収した炭素の重量

昭和32年(1957年)～昭和41年(1966年)までに植栽
した造林地が2025年時点で固定しているCO2量

〇昭和32年(1957年)～昭和41年(1966年)の間に吸収した炭素の重量

炭素吸収量(年/t-CO2)
植栽面積
(ha)植栽年度

合計
(t-CO2)昭和41年度昭和40年度昭和39年度昭和38年度昭和37年度昭和36年度昭和35年度昭和34年度昭和33年度昭和32年度

20,0342,3782,3782,3782,3782,0372,0372,0371,6961,3551,355232.5昭和32年度

54,1207,2917,2917,2916,2466,2466,2465,2004,1554,1550712.7昭和33年度

52,8318,2258,2257,0467,0467,0465,8674,6884,68800804.05昭和34年度

47,2268,7087,4607,4607,4606,2114,9634,963000851.27昭和35年度

43,3798,4028,4028,4026,9955,5895,5890000958.72昭和36年度

34,4938,2858,2856,8995,5125,51200000945.44昭和37年度

26,3318,3246,9315,5385,538000000949.9昭和38年度

18,1556,9885,5835,5830000000957.71昭和39年度

11,5415,7715,77100000000989.81昭和40年度

5,3445,344000000000916.68昭和41年度

313,45469,71760,32750,59741,17632,64224,70216,88810,5395,5111,3558318.78合計

〇2025年時点の固定量炭素固定量

炭素固定量
（t-CO2）林齢植栽年

88,33668S32(1957)

268,37967S33(1958)

300,06666S34(1959)

314,84865S35(1960)

350,30064S36(1961)

342,25963S37(1962)

340,66962S38(1963)

339,18661S39(1954)

347,21560S40(1965)

318,47050S41(1966)

3,009,728合計



パイロットフォーレスト
10年間では、どのくらい二酸化炭素を吸収し、固定したのでしょうか。

昭和32年(1957年)～昭和41年(1966年)
の植林活動中に吸収した炭素の重量

昭和32年(1957年)～昭和41年(1966年)までに植栽
した造林地が2025年時点で固定しているCO2量

(Jクレジット認証量)
313,454(t-CO2)

▼販売価格換算（参考）
3,134,540,000円

2025年時点で固定
しているCO2

3,009,728(t-CO2)



メタン吸収から見た
森林の機能 （森林土壌）

（林齢）1 5 10 30 60～

温室効果ガスとは、大気中にある二酸化炭素（CO2）やメタン、フロンなど



メタン（CH₄）とは
温室効果ガスの一つ

大気中の濃度が二番目に高い
温室効果ポテンシャルが
二酸化炭素の80倍以上
（20年スケール）
人為的要因による排出が
温暖化の原因の
約3分の1を占める

地球温暖化に大きな影響を
与えている！

各温室効果ガスの濃度の推移
IPCC第6次報告書から抜粋

主要な温室効果ガスの気温上昇に対する寄与率
出典：国立環境研究所「[1] GOSATプロジェクトが目指すもの」

https://www.gosat.nies.go.jp/about_1_goal.html



大気中の化学反応
土壌での酸化

メタン（CH₄）の物質循環

湿地（自然）
淡水（自然）
水田土壌（人為）
化石燃料（人為）
家畜（人為）
山火事（両方）

出典：国立環境研究所「グローバルなメタン収支」
https://www.nies.go.jp/kanko/news/36/36-3/36-3-04.html

グローバルなメタン循環の概要
排出源

消滅・吸収

低酸素下で
発生



メタン吸収から見た日本の森林の特異性
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樹木園と裸地における
メタン吸収速度の比較

独立行政法人森林総合研究所
「季刊森林総研創刊号」
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土壌の種類別メタンの吸収速度

日本の森林土壌は欧米等に比べ
メタン吸収量大

日本の森林土壌

独立行政法人森林総合研究所
「季刊森林総研創刊号」

より作成面積当たりメタン吸収量
森林土壌＞裸地

日本の森林はメタン吸収能が高い



土壌でのメタンの酸化機構

メタン酸化細菌（Methane oxidizing bacteria：MOB）
メタンを唯一の炭素源・エネルギー源とする
好気性（＝酸素を必要とする）微生物
メタンと酸素を取り込んで水と二酸化炭素を排出する
（CH₄＋2O₂→ CO₂＋2H₂O）
→大気中のメタン濃度を低減させる＋地中などからの発生を抑制する

地中からのメタン発生と抑制の仕組み
Tantachoon et al., 2008.

より温室効果の
小さい物質に分解！

土壌での酸化＝微生物（メタン酸化細菌）の代謝による酸化
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メタン酸化細菌の生息環境としての日本の森林

人工林土壌および渓流のメタンガスフラックス
※カッコ内は土壌の体積含水率（%）

（藤巻, 2011）

メタンの吸収速度と土壌水分には強い負の相関がある

含水率が低い場所の方が
メタンの吸収が早い！

日本の森林は
メタン酸化細菌の生息に有利

森林は樹木や下草が
根を張ることにより

土壌中に隙間ができやすい
＋

黒ボク土は土粒子が大きくなりやすく、
土粒子間で隙間ができやすい

↓

日本の森林土壌は
排水性・通気性高



森林の多面的機能

メタン吸収源としての森林

森林・林業基本法第二条（森林の有する多面的機能の発揮）

森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地
球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能（以下「森林の有する多面的機能」
という。）が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないもの
であることにかんがみ、将来にわたつて、その適正な整備及び保全が図られなければならない。

森林整備
↓

土壌保全
↓

メタン吸収源
としての

機能を維持！

森林整備の目的：森林の有する多面的機能の発揮



メタン吸収源としての森林
“ Methane (CH₄) mitigation is one of the most powerful and 

cost-effective strategies to slow near-term warming and 
deliver major benefits for air quality, public health and food 

security.”
（国連環境計画「GLOBAL METHANE STATUS REPORT2025」より抜粋）

「メタン（CH₄）の排出削減は、短期的な温暖化を抑制し、大気質、公衆衛生、食料安全
保障に大きな利益をもたらす最も強力かつ費用対効果の高い戦略の一つである。」

↓
メタン対策は極めて重要かつ急務

黒ボク土の分布状況（赤色）
農研機構日本土壌インベントリーより抜粋

道東は広く黒ボク土が分布している
→メタン吸収能が特に高い

適切な森林管理を実施していくことが重要


